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お
知
ら
せ

◆
忘
れ
ず
に
納
付
し
ま
し
ょ
う
！

市
県
民
税（
第
４
期
）と
国
民
健

康
保
険
税（
第
７
期
）の
納
期
限
は

１
月
31
日
㊎
で
す
。
最
寄
り
の
金

融
機
関
も
し
く
は
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン

ス
ス
ト
ア
で
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

納
期
内
に
納
付
で
き
な
い
事
情

の
あ
る
方
は
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
納
税
に
は
便
利
な
口
座

振
替
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
口
座

振
替
の
結
果
は
、
預
貯
金
通
帳
へ

の
記
帳
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

お
問
い
合
わ
せ
は
、

市
収
税
課
（
２
階
）

☎
⒇
１
５
７
８
、Ｆ
⒇
１
６
０
９
へ
。

◆
20
歳
か
ら
ス
タ
ー
ト
！
国
民
年
金

成
人
を
迎
え
ら
れ
た
み
な
さ

ん
、
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

20
歳
に
な
る
と
成
人
と
し
て
多

く
の
権
利
が
認
め
ら
れ
ま
す
が
、

同
時
に
義
務
も
課
せ
ら
れ
ま
す
。

国
民
年
金
も
そ
の
一
つ
で
、
20

歳
か
ら
60
歳
に
な
る
ま
で
国
内
に

住
所
を
置
く
す
べ
て
の
人
が
加
入

す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

国
民
年
金
は
公
的
年
金
制
度

で
、
社
会
全
体
で
助
け
合
う
こ
と

を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。
老
後
の

年
金
は
も
ち
ろ
ん
、
事
故
な
ど
で

障
害
を
負
っ
た
時
や
、
死
亡
と

い
っ
た
万
一
の
時
の
支
え
に
な
る

の
が
国
民
年
金
で
す
。

ま
た
、
国
民
年
金
保
険
料
の
納

付
が
困
難
な
場
合
に
は
「
免
除
制

度
・
若
年
者
納
付
猶
予
制
度
」、

学
生
は
「
学
生
納
付
特
例
制
度
」

が
あ
り
ま
す
。
承
認
に
は
条
件
が

あ
り
ま
す
。

お
問
い
合
わ
せ
は
、

市
国
保
年
金
課
（
２
階
）

☎
⒇
１
５
０
３
、Ｆ
⒇
１
６
０
０
へ
。

◆
第
４
回
ハ
ー
ト
フ
ル
フ
ェ
ス
タ

（
茂
原
市
男
女
共
同
参
画
大
会
）

～
男
女
の
視
点
で
見
る
地
域
・ 

家
庭
で
の
防
災
対
策
～
を
開
催

２
月
１
日
㊏
13
時
～
15
時
45

分
／
会
場
＝
市
役
所
市
民
室

東
日
本
大
震
災
か
ら
も
う
す
ぐ

３
年
と
な
り
ま
す
が
、
茂
原
市
で

も
昨
年
、
台
風
に
よ
る
大
き
な
被

害
が
あ
り
ま
し
た
。
災
害
発
生

時
、
わ
た
し
た
ち
は
ど
う
対
応
し

た
ら
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。

今
年
度
の
ハ
ー
ト
フ
ル
フ
ェ
ス

タ
で
は
、「
男
女
の
視
点
で
見
る
防

災
」
を
テ
ー
マ
に
講
演
会
を
開
催

し
ま
す
。
防
災
に
つ
い
て
一
緒
に

考
え
て
み
ま
せ
ん
か
。

第
１
部
＝
講
演
会
「
大
規
模
災

害
に
備
え
て
」、
講
師
＝
坂
内
美

佐
子
氏
（
公
益
法
人　

Ｓ
Ｌ
災
害

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
理

事
）／
第
２
部
＝
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ

プ　

災
害
時
便
利
グ
ッ
ズ
の
作

成
／
持
ち
物
＝
は
さ
み
・
タ
オ
ル

２
本
／
入
場
料
＝
無
料
／
定
員
＝

１
０
０
人

お
申
し
込
み
、お
問
い
合
わ
せ
は
、

市
企
画
政
策
課
（
４
階
）

☎
⒇
１
６
５
１
、Ｆ
⒇
１
６
０
３
へ
。

◆
歯
周
疾
患
検
診・妊
婦
歯
科
検
診

２
月
６
日
㊍
／
受
付
＝
妊
婦
13

時
～
13
時
20
分
、
歯
周
疾
患
13
時

40
分
～
14
時
／
対
象
＝
妊
婦
、
40

歳
以
上
５
歳
刻
み
の
節
目
の
方

（
平
成
26
年
３
月
31
日
ま
で
に
40

歳
・
45
歳
・
50
歳
・
55
歳
・
60

歳
・
65
歳
・
70
歳
・
75
歳
・
80
歳

に
な
る
方
）／
費
用
＝
５
０
０
円

お
問
い
合
わ
せ
は
、

市
保
健
セ
ン
タ
ー

☎
�
１
７
２
５
、Ｆ
�
１
８
６
５
へ
。

◆
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
新
制
度

が
平
成
27
年
度
に
ス
タ
ー
ト
す
る

予
定
で
す

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
を
総
合

的
に
推
進
す
る
た
め
の
、
子
ど

も
・
子
育
て
支
援
新
制
度
が
、
平

成
27
年
度
の
ス
タ
ー
ト
を
予
定
し

て
お
り
、
新
制
度
で
は
、
子
ど

も
・
子
育
て
の
支
援
を
充
実
す
る

こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

市
で
は
、
子
ど
も
・
子
育
て
審

議
会
を
発
足
さ
せ
、
皆
さ
ん
の
子

育
て
の
状
況
や
ニ
ー
ズ
を
把
握

し
、
事
業
計
画
の
策
定
の
準
備
を

進
め
て
い
ま
す
。

〈
新
制
度
の
目
的
〉

１
．
質
の
高
い
幼
児
期
の
学
校
教

育
・
保
育
の
総
合
的
な
提
供

２
．
保
育
の
量
的
拡
大
・
確
保

３
．
地
域
の
子
ど
も
・
子
育
て
支

援
の
充
実

く
わ
し
く
は
、
市
子
育
て
支
援
課

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

お
問
い
合
わ
せ
は
、

市
子
育
て
支
援
課
（
２
階
）

☎
⒇
１
５
７
３
、Ｆ
⒇
１
６
１
０
へ
。

◆
路
上
に
張
り
出
し
た
竹
木
の
適

切
な
管
理
を
お
願
い
し
ま
す

車
道
や
歩
道
に
張
り
出
し
た
竹

木
や
枝
は
、
車
両
の
運
転
や
自
転

車
・
歩
行
者
の
通
行
の
妨
げ
と
な

り
、
思
わ
ぬ
事
故
を
引
き
起
こ
す

こ
と
が
あ
り
ま
す
。

竹
木
の
所
有
者
は
、
伐
採
や
枝

の
剪
定
・
刈
り
込
み
な
ど
適
切
な

管
理
を
お
願
い
し
ま
す
。

お
問
い
合
わ
せ
は
、

市
土
木
管
理
課
（
７
階
）

☎
⒇
１
５
３
７
、Ｆ
⒇
１
６
０
５
へ
。

◆
交
通
事
故
に
よ
る
遺
児
の
方
へ

～
お
見
舞
金
を
お
届
け
し
ま
す
～

交
通
事
故
に
よ
り
、
父
ま
た
は

母
（
も
し
く
は
そ
れ
に
代
わ
る
保

護
者
）
を
失
っ
た
18
歳
未
満
の
遺

児
に
対
し
、
交
通
遺
児
援
護
基
金

（
千
葉
県
社
会
福
祉
協
議
会
）
お

よ
び
当
協
議
会
に
寄
せ
ら
れ
た
赤

い
羽
根
共
同
募
金
よ
り
、
お
見
舞

金
を
お
届
け
し
ま
す
。

対
象
に
な
る
遺
児
が
い
る
世
帯

は
、
１
月
31
日
㊎
ま
で
に
、
当
協

議
会
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

①
平
成
26
年
４
月
に
小
学
校
・
中

学
校
へ
入
学
す
る
遺
児
へ

勉
学
奨
励
金
・
図
書
カ
ー
ド

②
平
成
26
年
３
月
に
中
学
校
を
卒

業
す
る
遺
児
へ

激
励
金
・
図
書
カ
ー
ド

③
平
成
25
年
２
月
１
日
以
降
、
交

通
遺
児
と
な
っ
た
児
童
が
い
る

世
帯
へ

お
見
舞
金

お
申
し
込
み・お
問
い
合
わ
せ
は
、

茂
原
市
社
会
福
祉
協
議
会

☎
�
１
９
６
９
、Ｆ
�
６
５
３
８
へ
。

Ｍfukushi@
m
obara-shakyo.or.jp


